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契糸勺書

、裁判所時報の組版，校正及び製本等（単価契約） （以下「業務」という。 ）に関し，
発注者最高裁判所（以下「発注者A」という。 ） ，同法務省（以下「発注者B」とい
う。 ）及び受注者星野精版印刷株式会社とは，次の条項及び別添仕様書により請負契約
を締結し，信義に従いj誠実にこれを履行するものとする。
（業務の名称，品目及び規格等）

第1条業務の名称，品目及び規格,業務の内容，契約単価並びに予定総額は，次のと
おりとする。

（1） 名 称裁判所時報の組版，校正及び製本等（単価契約）

鱸瀦壽篁]-別添齢書のとお’
（4） 契約単価契約書別表のとおり

（5） 予定総額金1， 942， 024円

（うち消費税及び地方消費税額176，547円を含む）
ア最高裁判所分

金1, 916, 006円

（うち消費税及び地方消費税額174， 182円を含む）
イ法務省分

金26， 018円

（うち.消費税及び地方消費税額2， 365円を含む）

※予定総額の内訳については，契約書別表のとおり
（契約期間並びに成果物の納入期限及び場所）

第2条契約期間並びに成果物の納入期限及び場所は，次のとおりとする。ただし，や
むを得ない事由がある場合は,発注者A,発注者B及び受注者が協議して， これを変
更することができる。 ､

（1）契約期間契約締結日から令和3年12月28日まで！

|:|綴鯛別添仕様割とお’
（契約保証金）

第3条受注者は，契約保証金の納付を要しないものとする。
（権利義務の譲渡等の制限）

第4条受注者は， この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を，書面に
よる発注者A及び発注者Bの承諾を得た場合を除き，第三者に譲渡し，又は承継させて
はならない。ただし，信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第
350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては，
この限りでない。

2前項ただし書に墓づいて売掛債権の譲渡を行った場合，発注者A及び発注者Bの対価
の支払による弁済の効力は，発注者A及び発注者Bが，予算決算及び会計令（昭和22
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年勅令第165号）第42条の2に基づき， センター支出官に対して支出の決定の通知

を行った時点で生ずるものとする。

（下請等の禁止）

第5条受注者は，業務を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，書

面による発注者A及び発注者Bの承諾を得た場合は，この限りでない。

（業務の監督等）

第6条発注者A及び発注者Bは，業務の必要な監督を行うため，監督職員を定めて次

に掲げる事項を行わせることができる。

(1) 受注者が提出する書類の調査

（2） 業務の管理，立会い，指示，承諾又は協議

2 受注者は，監督職員の職務に協力しなければならない。

（検査及び納入）

第7条受注者は，成果物の納入の準備が完了した場合には，その旨を発注者A及び発

注者Bに通知しなければならない。

2 発注者A及び発注者Bは，前項の通知を受理した場合には， その受理した日から起

算して10日以内に，発注者A及び発注者Bの定めた検査職員に必要な検査を完了さ

せ， これに合格したときは，遅滞なく成果物の納入を受けなければならない。

3 受注者は，前項の検査に合格しなかった場合には，発注者A及び発注者Bの指示に

従い，遅滞なく補修その他必要な措置を講じ，再度の検査を受けなければならない。

この場合における検査の完了の時期は，発注者A及び発注者Bが新たに成果物の納入

の準備が完了した旨の通知を受理した日から起算して10日以内とする。

4 検査に要する費用は，受注者の負担とする。

5 発注者A,発注者B及び受注者の協議により，成果物を分割して納入する場合にお

いては，その都度，前各項に準じた取扱いをするものとする。

（代金の支払）

第8条受注者は，前条の検査に合格し，成果物の納入を完了した場合には，遅滞なく

適法な代金の支払請求書を発注者A及び発注者Bに提出するものとする。

2 発注者A及び発注者Bは，前項の支払請求書を受領した日から起算して30日 （以

下「約定期間」 という。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより

支払うものとする。

3 受注者は，発注者A,発注者B及び受注者の協議により成果物を分割して納入した

場合においては, その納入した部分に対する代金の支払を発注者A及び発注者Bに請

求することができ．るものとし， この場合においては，前二項に準じた取扱いをするも

のとする。

4 支払代金は， 品目ごとの頁数に印刷部数を乗じた数量に第1条(4)の単価を乗じて得

た金額（1円未満の端数は切り捨て）の合計金額に，消費税及び地方消費税に相当す

る金額（1円未満の端数は切り捨て）を加算した金額とする。

（履行遅延の賠償）

第9条発注者A及び発注者Bは，約定期間内に代金の支払をしなかった場合には，遅
延損害金を受注者に支払わなければならない。
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2 受注者は，その責めに帰すべき事由により成果物の納入を遅延した場合には，遅延

損害金を発注者A及び発注者Bに支払わなければならない。

3 前二項の遅延損害金は，それぞれ遅延日数に応じ，第1項の場合においては支払が

遅延した金額に対し，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第2

56号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率

適用は財務省告示の施行日による。 ）の割合で計算した額とし，前項の場合において

は納入が遅延した部分の代価に対し，民法第404条に基づき算出される法定利率の

割合で計算した額とする。ただし， その額に100円未満の端数があるときは， これ

を切り捨て， その額が100円未満であるときは， その支払を要しないものとする。

（検査の遅延）

第10条発注者A及び発注者Bがその責めに帰すべき事由により第7条第2項，第3

項又は第5項に規定する期間内に検査を完了しなかった場合には， その期間を経過し

た日から検査を完了した日までの日数（以下「遅延期間」 という。 ）を，約定期間か

ら差し引くものとする。 この場合において，遅延期間が約定期間の日数を超えるとき

は，約定期間は満了したものとみなし，発注者A及び発注者Bは， その超える日数に

応じ，前条第1項及び第3項に規定する遅延損害金を受注者に支払うものとする。

（危険負担等）

第1 1条特定物又は不特定物にかかわらず，成果物の納入前に生じた損害は，発注者

A及び発注者Bの責めに帰すべき事由による場合を除き，受注者の負担とする。

2 天災その他の不可抗力により，債務の履行が不可能となったときは，発注者A及び

発注者B又は受注者は，相手方の同意を得て， この契約を無償で解除できるものと

し，既に要した費用については，発注者A,発注者B及び受注者の各自の負担とす

る。

（契約不適合責任）

第12条発注者A及び発注者Bは，業務の完了後，種類， 品質又は数量に関して契約

の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」 という。 ）がある場合，受注者に対し，

受注者の費用で取替え，補修，不足分の引渡しその他の措置(以下「履行の追完」 とい

う。 ）を請求することができる。

2業務に契約不適合がある場合，発注者A及び発注者Bは，相当の期間を定めて受注

者に対して履行の追完を催告し， 'その期間内に履行の追完がないときは，その契約の不

適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし，民法第563条2項

各号に該当する場合は，催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができ

る。

3 前二項の規定は， 民法第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及

び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。

4 契約不適合のうち種類又は品質についての前三項の権利は，業務の完了後，発注者
し

A及び発注者Bが契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しない

ときは行使することができない。

（秘密の保持）

第13条発注者A,発注者B及び受注者並びにその職員，代理人及び使用人は，業務

~
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の遂行に際し知り得た相手方の秘密事項を他に漏らし，又は他の目的に使用してはな

らない。

（発注者A及び発注者Bの契約解除権）

第14条発注者A及び発注者Bは，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の

各号のいずれかに該当する場合には， この契約を解除することができる。 このうち，

第2号から第4号に該当する場合は，何らの催告を要しない。

(1) この契約の条項又は仕様書に違反した場合（第4号を除く）

ただし，違反がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは， こ

の限りではない。

（2） 監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合

（3） 詐欺その他の不正行為をし,又はしようとした場合

（4） 民法第542条第1項各号に該当する契約の条項違反その他この契約の目的を達

することができないと認められる場合

2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。

3 発注者A及び発注者Bは，第1項の規定により契約を解除した場合において，業務

の既済部分で検査に合格したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払

うものとする。

4 第2項及び前項の規定は， 民法第542条2項に基づき契約の一部を解除す

る場合に準用する。

（受注者の契約解除権）

第15条受注者は，発注者A及び発注者Bが次の各号のいずれかに該当する場合に

は， この契約を解除することができる。 このうち，第2号又は第3号に該当する場合

は，何らの催告を要しない。

（1） この契約の条項若しくは仕様書に違反した場合（第3号を除く。 ）

ただし，違反がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは， こ

の限りではない。

（2） 著しく契約条項と異なる指示をしたため，業務を施行することが不能となった場

合

（3） 民法第542条第1項各号に該当するときその他この契約目的を達することがで

きないと認められる場合

2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者A及び発注者Bの負担と

する。

3 受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査

に合格したものがあるときは，発注者A及び発注者Bは， これに相当する代金を受注

者に支払わなければならない。

4 第2項及び前項の規定は， 民法第542条2項に基づき契約の一部を解除す

る場合に準用する。

がこの契約の条項若しくは別紙仕様書に違反し，又は著しくこれと異なる指示をしたた

め， この契約を履行することが不能となった場合には， これを解除することができ

る。
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2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者A及び発注者Bの負担と

する。

3 受注者が第’項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査

に合格したものがあるときは，発注者A及び発注者Bは， これに相当する代金を受注

者に支払わなければならない。

（違約金）

第16条前二条の規定によりこの契約が解除された場合には，受注者又は発注者A及

び発注者Bは，違約金として予定総額の10分の1に相当する金額を発注者A及び発

注者B又は受注者の指定する期限内に支払わなければならない。

（談合等の不正行為にかかる違約金）

第17条受注者は， この契約に関し，汝の各号のいずれかに該当する場合には，発注

者A及び発注者Bの請求に基づき，予定総額の10分の1に相当する金額を違約金と

して発注者A及び発注者Bの指定する期限内に支払わなければならない。

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第5

4号。以下「独占禁止法」 という。 ）第3条の規定に違反し，又は受注者が構成事
業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより，公

正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の

3において読み替えて準用する場合を含む。 ）の規定に基づく課徴金納付命令（以

下「納付命令」 という。 ）を行い， 当該納付命令が確定したとき（同委員会が，受

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第5

4号。以下「独占禁止法」 という。 ）第3条の規定に違反し，又は受注者が構成事
業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより，公

正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の

3において読み替えて準用する場合を含む。 ）の規定に基づく課徴金納付命令（以

下「納付命令」 という。 ）を行い， 当該納付命令が確定したとき（同委員会が，受

注者に対して，独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課

徴金の納付を命じない旨の通知を行い，又は確定した当該納付命令を独占禁止法第

63条第2項の規定により取り消した場合を含む｡ ） 。

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者

等」 という。 ）に対して行われたときは，受注者等に対する命令で確定したものを

いい，受注者等に対して行われていないときは，各名宛人に対する､命令すべてが確

定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」

という。 ）において， この契約に関し』独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定

に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたどき。ただし，受注者が

独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2

条第9項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会告示第15

号）第6項に規定する不当廉売の場合など発注者A及び発注者Bに金銭的損害が生

じない行為として，受注者がこれを証明し， その証明を発注者A及び発注者Bが認

めたときはこの限りでない。 ‐

(3) 納付命令又は排除措置命令により，受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となっ

た取引分野が示された場合において， この契約が， 当該期間（これらの命令に係る

事件について，公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い， これが確定したと

きは， 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期

間を除く。 ）に入札（見積書の提出を含む。 ）が行われたものであり，かつ， 当該
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取引分野に該当するものであるとき。

（4） 受注者又は受注者の代理人の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若

しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者は，前項第4号に規定する場合に該当し，かつ，次の各号のいずれかに該当

する場合には，前項の予定総額の10．分の1に相当する金額のほか，予定総額の10

0分の5に相当する金額を違約金として発注者A及び発注者Bの指定する期限内に支

払わなければならない。

（1） 前項第1号に規定する確定した納付命令について，独占禁止法第7条の3第1項

ないし第3項の規定の適用があるとき。

（2） 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において，受注者又は受注者の代理人

（受注者が法人にあっては，その役員又は使用人を含む。 ）が違反行為の首謀者で

あることが明らかになったとき。

（3） 受注者が発注者A及び発注者Bに対し，独占禁止法に抵触する行為をしていない

旨の誓約書を提出しているとき。

3 受注者は，契約の履行を理由として，前二項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は，発注者A及び発注者Bに生じた実際の損害の額が違約

金の額を超過する場合において発注者A及び発注者Bがその超過分の損害につき賠償

を請求することを妨げない。

（談合等の不正行為にかかる発注者A及び発注者Bの契約解除及び違約金に関する遅延

利息）

第18条受注者が前条の違約金を発注者A及び発注者Bの指定する期限内に支払わな

いときは，発注者A及び発注者Bは何らの通知催告を要せずこの契約の全部又は一部

を解除することができるもめとし，受注者は当該期限を経過した日から支払をする日

までの日数に応じ，民法第404条に基づき算出される法定利率の割合で計算した額

の遅延利息を発注者A及び発注者Bに支払わなければならない。

（属性要件に基づく契約解除）

第19条発注者A及び発注者Bは，受注者が次の各号の一に該当すると認めるとき

は，何らの催告を要せず，本契約を解除することができる。

（1） 法人等（個人，法人又は団体をいう。 ）の役員等（個人である場合はその者，法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。 ）の

代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。 ）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 ）又は

暴力団員等（同法第2条第6号に規定する暴力団員又は第32条第1項第2号ないし

第4号に規定する者及び団体をいう｡以下同じ。 ）であるとき。

． （2） 役員等が， 自己， 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損

害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等'を利用するなどしているとき。

（3） 役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると

き。

〆
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（4） 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを利用するなどし

ているとき。

（5） 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。

（行為要件に基づく契約解除）

第20条発注者A及び発注者Bは，受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一

に該当する行為をした場合は，何らの催告を要せず，本契約を解除することができ

る。

(1) 暴力的な要求行為

（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為

（3） 取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為

（4） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

（5） その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第21条受注者は，前二条のいずれにも該当しないことを表明し， かつ，将来にわた

っても該当しないことを確約する。

2 受注者は，前二条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」 とい

う。 ）を再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは，すべての再請負人を

含む。 ） ，受任者（再委任以降のすべての受任者を含む。 ）及び再請負人若しくは受

任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同

じ。 ） としないことを確約する。

（再請負契約等に関する契約解除）

第22条受注者は，契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは，

直ちに当該再請負契約人等との契約を解除し，又は再請負人等に対し当該解除対象者

に該当する再請負人等との契約を解除させるようにしなければならない。

2 発注者A及び発注者Bは，受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りなが

ら契約し,若しくは再請負人等の契約を承認したとき，又は正当な理由がないのに前

項の規定に反して当該解除対象者である再請負人等との契約を解除せず，若しくは再

請負人等に対し当該解除対象者である再請負人等との契約を解除させるための措置を

講じないときは，本契約を解除す'ることができる。

（損害賠償）

第23条発注者A及び発注者Bは，第19条,．第20条及び前条第2項の規定により

本契約を解除した場合は， これにより受注者に生じた損害について，何ら賠償ないし

補償することを要しない。

2 受注者は，発注者A及び発注者Bが第19条，第20条及び前条第2項の規定によ

り本契約を解除した場合において，発注者A及び発注者Bに損害が生じたときは，第

16条に定める方法等に従いその損害を賠償するものとする。

（不当要求等に関する通報等）

第24条受注者は， 自ら又は再請負人等が，暴力団又は暴力団員等，社会運動・政治

運動標ぽうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不

7



当要求等」 という。 ）を受けた場合は， これを拒否し，又は再請負人等をして， こ･れ

を拒否させるとともに，速やかに不当要求等の事実を発注者A及び発注者Bに報告

し, さらに，警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（著作権等）

第25条成果物及び提出物（以下「成果物等」 という。 ）の著作権は，著作権法第2

7条及び同第28条に規定する権利を含め，発注者Aに移転する。

2 受注者は，成果物等に関する著作者人格権その他の権利を有する場合においても，

発注者A及び発注者Bに対してこれを行使しないものとする。

3 受注者が業務の着手以前から有していた成果物等にかかる著作権については，受注

者に留保されるものとする。 この場合，受注者は発注者A及び発注者Bに対し，成果

物等を発注者A及び発注者Bにおいて使用するために必要な範囲で，留保された著作

権に関し，著作権法に基づく利用を無償で許諾する。

4 発注者Aは， その業務の遂行に当たり，受注者が創作したプログラムその他の著作

物を使用し，複製し， 改良する権利を有するものとする。

（紛争の解決）

第26条この契約書の各条項において発注者A,発注者B及び受注者が協議して定め

るものにつき，協議が整わない場合その他この契約に関し発注者A,発注者B及び受

注者との間で紛争が生じた場合には，発注者A,発注者B及び受注者が協議により選

任した者のあっせん又は調停によりその解決を図ることとする。 この場合における紛

争の処理に要する費用は，発注者A,発注者B及び受注者が協議して特別の定めをし

た場合を除き，各自これを負担する。

（契約の疑義）

第27条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者A,発注者B及

び受注者が協議して定めるものとする。

、
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‐－－

－蕊壹室三雲＝篝毒戻，.旨＝＝…診~＝

名押印この契約の証として，本書3通を作成し，発注者A,発注者B及び受注者が記

の上，各自これを保有する。

ざ日令和3年9月2

東京都千代田区隼町4番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長氏本厚

発注者A

東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

法務省

支出負担行為担当官

法務省大臣官房会計課長 松井信

発注者 B

6

■
東京都荒川区西尾久4

星野精版印刷株式会社
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仕 様 書

第1 件名

裁判所時報の組版，校正及び製本等（単価契約）

第2 品名，規格，数量（部数及び予定頁数）及び納入期限

別表のとおり

第3 契約期間

契約日から令和3年12月28日まで

第4納入場所

1 最高裁判所分

(1) 最高裁判所（東京都千代田区隼町4-2)

（2） 司法研修所（埼玉県和光市南2－3－8）

（3） 裁判所職員総合研修所（埼玉県和光市南2－3－5）

（4） 東京高等裁判所（東京都千代田区霞が関1－1－4） ．

（5） 東京地方裁判所（東京都千代田区霞が関1－1－4）

（6） 東京家庭裁判所（東京都千代田区霞が関1－1－2）

（7） 最高裁判所が別途指定する場所（東京23区内又はその近郊の運送会社等）

なお，各号の各納入場所への数量については，最高裁判所（以下「発注者A」 とい

う。 ）が指定した監督職員（以下「監督職員A」 という。 ）が別途指示する。

2法務省分

（1） 法務省（東京都千代田区霞が関1－1－1）

（2） 法務省が別途指定する場所（東京23区内又はその近郊の運送会社等）

なお，各号の各納入場所への数量については，法務省（以下「発注者B」 とし，発

注者Aとあわせて「発注者ら」 という。 ）が指定した監督職員（以下「監督職員B」

とし，監督職員Aとあわせて「監督職員ら」 という。 ）が別途指示する。

第5組版

受注者において作成する。

詳細については，別紙「裁判所時報作成要領」のとおり。

第6 原稿

紙原稿及び電子データ（主に一太郎， ワード及びエクセル）で提供する。

第7 印刷方法

平版両面印刷の単色とする。

第8 用紙種類

再生クリーム上質紙（クリームキンマリエコリング)A判36. 5kg又は紙質及び

色が同等のもの。

第9 製本

中綴じ（針金なし）製本とし， 2頁組が発生した場合には投げ込み作業を行うこと。

なお,頁数が多いなどの理由により発注者Aが分冊の必要があると判断した場合には，

発注者Aは受注者に対し申出をし，受注者はこれに応じるものとする。

第10校正作業等

受注者の持参原稿とし，校正回数は三校までを原則とする。ただし，三校目で，本印

刷物の目的に達しない場合には，受注者は再校正を行うごと。

詳細については，別紙「裁判所時報作成要領」のとおり。

なお，校了後の原稿については監督職員らにも提出すること。



第11 校正者

最高裁判所事務総局総務局第二課判例法令係

第12 CD-Rの提出

校了した電子データについては, PDF形式で, CD-Rに格納して発注者Aに提出

すること。

また， 当該PDFファイルについて.は，必ずフォントを組み込むか画像データで構成

するものを使用し， 1ファイルのサイズが2MB以下になるようにすること。

なお，データが2MBを超えた場合は, ファイルを分割し, 1ファイルのサイズが2

MB以下になるようにすること （分割後の各ファイルもPDF形式とする。 ） ・

第13． その他

1 受注者は，本件印刷及び製本等作業について，この仕様書に定める事項を遵守して，

製造し，納品すること。

2 受注者は，原稿作成及び校正等のスケジュールについて，監督職員らと調整の上，

その遵守に努めること｡

なお，作業日程の詳細については，別紙「裁判所時報作成要領」のとおり。

3 用紙については，いわゆるグリーン購入法に適合し，かつ，古紙リサイクル適性ラ

ンクリストで定める,Aランクに該当する資材のみを使用して製造し，監督職員らの

指示する場所にその表示（リサイクル適性表示）をすること （ただし，発注者らが指

定した用紙がこれに該当しない場合を除く。 ） 。

4 契約時に別紙様式第1 「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮

チェックリスト」を，納品時に別紙様式第2 「資材確認票」を発注者Aに提出するこ

と。

5 3及び4のほか，いわゆるグリーン購入法に基づく基本方針の判断の基準を満たす

こと。ただし， 当該「判断の基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には，

“発注者らの了解を得た場合に限り，代替品の納入を認める。

6 印刷物の納品の際には，落丁，乱丁等がないことを必ず確認すること。

7 印刷物の納品の際には，品名，数量及び納品日を記載した納品書（納入場所ごとに

作成する。 ）を発注者らに提出すること （ただし，第4の1 (2)から(6)までの場所に

納入する分については，納入場所の担当職員に納品書を提出すること。 ） 。

また，第4の1(7)及び同2(2)の場所（以下「指定場所」 という｡ ）に納品する場
合には， 品名j数量及び納品日を記載した受領書を作成しぅ ､同受領書に指定場所の運

送会社等の確認印を受け， 当該受蹟書(写しでも可。 ）を発注者らに提出すること。
8印刷物の納品は， 100冊ごとに仕分けして搬入すること。

9本件印刷物の著作権は，発注者Aに帰属するものとする。

10本仕様書に記載されていない事項又は疑義が生じた場合については，発注者らと

受注者とで協議の上定めるものとする。

~



（別紙）

裁判所時報作成要領

第1 作業日程について

原則， 月2回（1日付け及び15日付け）刊行するため，発注（原稿交付）から納品

までの期間が非常に短いことから,各工程のスケジュールについては十分留意すること。

第2組版

(1) 本文の組版は，横組を主体とし，法律，政令,告示，規則及び規程は原則，縦組み

とする。ただし，頁内に横組と縦組が混在する頁が発生する場合がある。

（2） 組版の基本は， 12． 5級活字27字詰め， 57行2段打ち（罫枠組の上下の柱及

びノンブルを除く。 ） とし，縦組組版の場合は， 12． 5級活字20字詰め， 39行

4段打ち（罫枠組の上万の柱及びノンブルを除く。 ） とする。

（3） 発注者Aが提供する原稿は, J IS規格文字を主体とした文書を基本とするが, J

IS規格外の特殊文字，罫表組，写真， イラスト， グラフ類及びその他の図表等が混

入する場合があり，その場合には，監督職員Aの指示に従って，外字の作成， トリミ

ング及びトレース等をして，組版作業を行うこと。

なお，写真等の原稿がカラー仕様のものについては，単色刷りにした場合の濃淡の

’ 調整を行うこと。

（4） 受注者は，発注者Aが提供する原稿を基に整形・編集（数値の半角化，略語の変換

等）を行い，行間調整などの方法により，各頁のすべてに余白を生じさせないよう全

頁の体裁を整えた上，偶数頁で完了するように組版を行うこと。

なお，略語の変換とは，原稿上， 「高裁」や「地，家裁」等と表示されてい

るものを「高等裁判所」や「地方・家庭裁判所」等に置き換える作業をいう。

（5） 受注者は，発注者Aの校正作業が納入期限の5日 （裁判所の休日を除く。 ）前まで

に完了するように発注者Aと綿密な連絡調整を行い，効率良く，かつ，計画的に組版

等を行うこと。

なお， その際には発注者Aの校正に要する時間を考慮して，各校正刷りを発注者A

に提出すること。

（6） 組版及び製版は，原則としてDTP作業，ポジ製版, PS版ポジタイプ又はCTP

によるものとし，各校正用紙は普通紙を使用すること。

なお， これ以外の作業工程により作業を行う場合は，事前に発注者Aの承諾を得る

こと。

（7） 活字等の指定は，原稿によるほか，監督職員Aの指示を受けること。

（8） 発注者B分については，各号1頁の枠外部分及び最終頁の枠外部分に監督職員Bが

別途指示する文言を付加すること。

第3 校正作業等

(1) 受注者の持参校正とし，校正回数は次のとおり三校を原則とする。ただし，三校目

で，本印刷物の目的に達しない場合には，受注者は再校正を行うこと。

アー校目

発注者Aが提供する原稿（発注者Aが掲載を決定した都度，受注者に提供する。 ）

を受注者が取りまとめて，棒打ちを主体とした校正刷りを発注者Aに提出する。

なお，発注者Aが交付するデータを，受注者が使用する場合には，文字によって

は異なる字体で出力されることを前提として取扱い，校正等は書面で行うこと。

イニ校目



発注者Aが指示する各項目の順序及び見込み頁数によって，頁組み（大組） した

校正刷りを発注者Aに提出する。

ウ三校目

二校目によって発注者Aが修正した部分を訂正し， それを反映させた校正刷りを

黒焼き （青焼き）で発注者Aに提出する。

(2) 三校目の校正刷りを発注者Aが再度確認して校了とするが,本印刷の目的に達しない

場合にはこの限りではない。

なお，校了は納入期限の5日 （裁判所の休日を除く。 ）前までとするが，同期限の

時点で修正部分がある場合は，受注者の責任校了として作業を行うこと。

（3） 発注者Aから各校正作業完了後（校了後を除く。 ）に原稿の追加又は削除の申出が

あった場合には，受注者はその指示に従い， その追加等を反映させた校正刷りを発注

者Aに提出すること。

なお，その際にも納入期限は厳守すること。

（4） 発注者B分については，上記(1)ウによる校正刷りを発注者Bに提出する。その際，

上記第2(8)において監督職員Bが別途指示する文言について修正の指示があったと

きは，受注者はその指示に従うこと。

第4発注

発注者Aは，印刷部数及び頁数を記載した発注書を受注者に提出する。

第5 その他 ・

主な記事は次のとおりである。

1 「裁判例」

2 「最高裁判所判例要旨・最高裁判所裁判例要旨」

3 「最高裁判所規則・最高裁判所規程」

4 「最高裁判所通達・最高裁判所通知」

5 「法律・政令」

6 「広報テーマ」

7 「叙位・叙勲」

8 「人事異動」

9 「統計関係」

10 「裁判所だより｣

ll 「幹部職員一覧」



（別表）

品名，規格，数量（部数及び予定頁数）及び納入期限

各号の部数の内訳については，発注者A分28， 350部，発注者B分385部とする。

予定頁数については，過去実績を基に算出した数量であり，発注時に増減する場合がある。

品名（号数）は予定であり，発行状況により，変更する場合がある。

１
２
３

※
※
※

※4刊行回数については， 6回を予定しているが，業務の縮小など刊行を継続することが困難
な事情が生じた場合等には，刊行回数及び品名（号数）等を変更することがある。

※5校了した電子データ (PDF形式を1ファイルのサイズを2MB以下にしたもの）を格納したCD-R

、

'
品 名 規格

印刷部数
※1

予定

頁数
※2

CD-R

※5
納入期限 備考（発行日付）

I

｡

裁判所時報第1775号 A4判 28,735部 8頁 1枚 令和3年10月1日 *令和3年10月1日付

2 裁判所時報第1776号 A4判 28,735部 10頁 1枚 令和3年10月15日 *令和3年10月15日付

3 裁判所時報第1777号 A4判 28,735部 14頁 1枚 令和3年11月1日 *令和3年11月1日付

4 裁判所時報第1778号 A4判 28,735部 10頁 1枚 令和3年11月15日 *令和3年11月15日付

5 裁判所時報第1779号 A4判 28,735部 10頁 1枚 令和3年12月1日 *令和3年12月1日付

6 裁判所時報第1780号 A4判 28,735部 12頁 1枚 令和3年12月15日 *令和3年12月15日付



(別紙様式第1）

オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式（例）

作成年月日 年 月 日

御中

オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト

受注者：

備考） 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を

行うことができる。

工程 実現 基準（要求内容）
（

製版

はい／いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。
A工程のデジタル化(DTP化）率が50%以上である。
B製版フイルムを使用する工程において､廃液及び製版フィルムか

ら銀の回収を行っている。

刷版 はい／いいえ ②印刷版（アルミ基材のもの）の再使用又はリサイクルを行っている。

印
刷

オ
フ
セ
ッ
ト

デ
ジ
タ
ル

はい／いいえ

はい／いいえ、

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

③水なし印刷システムを導入している､湿し水循環システムを導入して

いる、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入して

いる、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮

した洗浄剤を導入している､廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしてい

る等のVOCの発生抑制策を講じている。

④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設
置し、適切に運転管理している。

⑤損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料へのリサイク

ル率が80％以上である。

⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行

っている。

⑦損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料等へのリサイ

クル率が80％以上である。 P

表面

加工

はい／いいえ

はい／いいえ

⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。

⑨損紙等（光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム）の製紙

原料等へのリサイクル率が80％以上である。

製本

加工

はい／いいえ

はい／いいえ

⑩窓、 ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。

⑪損紙等（製本工程から発生する損紙）の製紙原料へのリサイクル率が

70％以上である。 ． ‐



(別紙様式第2）

資材確認票の様式（例）

作成年月日 年 日

｜
’

資材確認票（見積・変更・最終）

受注者

。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
。

一
一
一
二
一
一
一

↓

備考） 1 資材確認票に記入する印刷資材は、最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」

に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること．

2古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙､インキ類等の資材を使用する場合は、

「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。

3内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等

、を行うことができる。

印刷資材
使用

有無

リサイクル

適性ランク
資材の種類 製造元・銘柄名 備考

用紙

本文

表紙

見返し

カバー

インキ類

加工

製本加工

表面加工

その他加工

その他

使用資材 * リサイクル適性 判別

Aランクの資材のみ使用
G

印刷用の紙にリサイクルできます

AまたはBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできます

CまたはDランクの資材を使用
9

リサイクルに適さない資材を使用しています



(契約書別表）

裁判所時報の組版,校正及び製本等(単価契約）

※上記金額には,CD-R代金を含む。

最高裁判所分

法務省分

NQ 品名
●

部数
予定
頁数

頁単価 金額

1 裁判所時報第1775号 28,735部 8頁 0.96円 220,684円

2 裁判所時報第1776号 28,735部 10頁 0.96円 275,856円

3 裁判所時報第1777号 28,735部 14頁 0.96円 386,198円

4 裁判所時報第1778号 28,735部 10頁 0.96円 275,856円

5 裁判所時報第1779号 28,735部 10頁 0.96円 ､275,856円

6 裁判所時報第1780号 ． 28,Z35部 12頁 0.96円 331,027円

小 計 1,765,477円

消費税及び地方消費税額(10％） 176,547円

合 計 1,942,024円

恥 品名 部数
定
数
予
頁 頁単価 金額

1 裁判所時報第1775号 28,350部 8頁 0.96円 217,728円

2 裁判所時報第1776号 28,350部 10頁 0.96円 272,160円

3

0

1

裁判所時報第1777号 ． ． 28,350部 14頁 0.96円 381,024円

4 裁判所時報第1778号 28,350部 10頁 0.96円 272,160円

5 裁判所時報第1779号 28,350部 10頁 0.96円 272,160円
、

6 裁判所時報第1780号 28,350部 12頁 0.96円 326,592円

小 計 1,741,824円

消費税及び地方消費税額(10%)
｡

174,182円

合 計 1,916,006円

恥 品名 部数
予定
頁数

頁単価 金額

1

伊 C

裁判所時報第1775号 385部 8頁 0.96円 2,956円

2 裁判所時報第1776号 385部 10頁 0.96円 3,696円

3 裁判所時報第1777号 385部
〃

14頁 0.96円 5,174円

4 裁判所時報第1778号
ノ

ザ

385部 ｳ 10頁 0.96円 3,696円

5 裁判所時報第1779号 385部 10頁 0.96円 3,696円

6 裁判所時報第1780号 385部 12頁 ・ 0.96円 4,435円

小 計 23,653円

消費税及び地方消費税額(10%)ケ

2,365円

‘合 計+ f

26,018円



言青 書

裁判所時報の仕分け等及び運送（単価契約） （以下「業務」 という。 ）に関する令和3年9

月1日付け請負契約について，以下の条項及び別添仕様書（以下「仕様書」 という。 ）によりお

請けします。

（業務の名称，期間等）

第1条業務の名称，期間，業務内容，契約単価及び予定総額は次のとおりとする。

（'）名 称裁判所時報の仕分け等及び運送（単価契約）
(2)期 間契約締結日から令和4年1月11日まで

（3）業務内容等仕様書のとおり

（4）契約単価別表のとおり

（5）予定総額金503， 580円（うち消費税及び地方消費税額金45, 780円）

（業務の監督）

,第2条最高裁判所（以下「発注者」 という。 ）は，業務の必要な監督を行うため，監督職員を

定めて次に掲げる事項を行わせることができる。

(1)朝日梱包株式会社（以下「受注者」 という。 ）が提出する書類の調査

（2）業務の管理，立会い，指示，承諾又は協議

2受注者は，監督職員の職務に協力しなければならない。

（業務完了の検査）

第3条受注者は，業務が完了した場合には，その旨を発注者に通知しなければならない。

2発注者は，前項の通知を受理した場合には，その受理した日から起算して10日以内に，発

注者の定めた検査職員に必要な検査を完了させなければならない。

3 受注者は，前項の検査に合格しなかった場合には，発注者の指示に従い，遅滞なく補修その

他必要な措置を講じ，再度の検査を受けなければならない。 この場合における検査の完了の

時期は，発注者が新たに業務が完了した旨の通知を受理した日から起算して10日以内とす

る6 ．

4検査に要する費用は，受注者の負担とする。

（代金の支払）

第4条受注者は，前条第2項及び第3項の検査に合格した旨の通知を受理した場合には，遅滞

なく適法な代金の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2 発注者は，前項の支払請求書を受理した日から起算して30日 （以下「約定期間」 とい

う。 ）以内に，受注者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。

3 支払代金は，運送の都度,運送重量に､ 「1kg当たりの運送単価」を乗じて得た額（各庁毎に

1円未満の端数切り捨て） ，仕分け梱包数に「12kgあたりの仕分け等単価」を乗じて得た額

（各庁毎に1円未満の端数切り捨て）並びに運送一覧表作成費の金額の合計に消費税額10％

に相当する金額（1円未満の端数切り捨て）を加算した金額とする。

（履行遅延の賠償）

第5条発注者は，約定期間内に代金の支払をしなかったときは，遅延損害金を受注者に支払

わなければならない。

2 受注者は，その責めに帰すべき事由により業務を遅滞した場合には，遅延損害金を発注者に

支払わなければならない。

1



3前二項の遅延損害金は，それぞれ遅延日数に応じ，第1項の場合においては支払が遅延した

金額に対し，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条

第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率適用は財務省告示の施

行日による。 ）の割合で計算した額とし，前項の場合においては予定総額を日割りとした金

額に対し，民法（明治29年法律第89号）第404条に基づき算出される法定利率の割合

で計算した額とする。ただし，その額に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨て，

その額が100円未満である場合はその支払を要しないものとする。

（検査の遅延）

第6条発注者がその責めに帰すべき事由により第3条第2項又は第3項に規定する期間内に検

査を完了しなかった場合には，その期間を経過した日から検査を完了した日までの日数（以

下「遅延期間」 という。 ）を，約定期間から差し引くものとする。 この場合において，遅延

期間が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は満了したものとみなし，発注者は，その

超える日数に応じ，前条第1項及び第3項に規定する遅延損害金を受注者に支払うものとす

る。

（秘密の保持）

第7条発注者及び受注者並びにその職員，代理人及び使用人は， この業務に際し知り得た相手

方の秘密事項を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。

（発注者の契約解除権）

第8条発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の各号のいずれかに該

当する場合には， この契約を解除することができる。 このうち，第2号から第4号に該

当する場合は，何らの催告を要しない。

(1) この契約の条項又は仕様書に違反した場合（第4号を除く')
ただし，違反がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは， この限

りではない。

(2) 〃監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合

(3) 詐欺その他の不正行為をし，又はしようとした場合

(4) 民法第542条第1項各号に該当する契約の条項違反その他この契約の目的を達す

ることができないと認められる場合

2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。

3 発注者は，第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検

査に合格したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払うものとする。

4 第2項及び前項の規定は，民法第542条2項に基づき契約の一部を解除する場合に

準用する。

（受注者の契約解除権）

第9条受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合には， この契約を解除すること

ができる。このうち，第2号又は第3号に該当する場合は，何らの催告を要しない。

（1） この契約の条項若しくは仕様書に違反した場合（第3号を除く。 ）

（2）著しく契約条項と異なる指示をしたため，業務を施行することが不能となった場合

（3） 民法第542条第1項各号に該当するときその他この契約目的を達することができない

と認められる場合

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする｡

3受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査に合格し

2



たものがあるときは，発注者は， これに相当する代金を受注者に支払わなければならない。

4第2項及び前項の規定は，民法第542条2項に基づき契約の一部を解除する場合に準用す

る6

（違約金）

第10条前二条の規定により契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，違約金として

予定総額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指定する期限内に支払わなけれ

ばならない。

（紛争の解決）

第11条本条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき，協議が整わない場合

その他この契約に関し発注者と受注者との間で紛争が生じた場合には，発注者及び受注者が

協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図ることとする。この場合にお

ける紛争の処理に要する費用は，発注者及び受注者が協議して特別の定めをした場合を除

き，各自これを負担する。

（その他）

第12条この契約に定めのない事項その他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協議し

9

て定めるものとする。

令和3年9月3日

受注者 東京都墨田区江東橋5丁目7番10号

朝日梱包株式会社

代表取締役 今城典久

■■■■■■■■

（連絡先） 03-5624-5560

責任者

■■■■■■■■■

(連絡先） 03-5624-5560

事務担当者

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長氏本厚．司殿

3



仕キ叢書

1 件名

裁判所時報の仕分け等及び運送

2契約期間

契約日から令和4年1月11日まで

3運送先及び数量

(1)運送予定回数， 引渡日及び予定頁数

別紙1のとおり

（2）運送予定部数及び予定重量

別紙2のとおり （予定部数は, 135,024 (22,504部×6回）部を基本とするが，運

送便により毎回±100部程度変動する可能性がある。 ）

（3） 運送先

別紙3の全国の高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所（東京高等裁判所，東京地

方裁判所及び東京家庭裁判所を除く。 ）

4裁判所時報の引渡方法

別紙，の納入期限までに最高裁判所（以下「発注者」 という。 ）が指定した業者

（以下「指定業者」 という。 ）が受注者へ納入（積み下ろし）する。

なお，納入場所は，受注者が有する東京23区内又はその近郊の倉庫等とする。

5数量の確認

受注者は，裁判所時報の引渡しを受けたときは，直ちに数量を確認し，預り書（書

式任意）を発注者宛てに提出すること。

6仕分け・梱包

(1) 物品は運送先ごとに，段ボール箱に梱包すること。

（2）段ボール箱の内容重量は, 12kgを上限とすること。

なお, 10kgを超えるものについては, PPテープを「キ」の字掛けとすること。

分けの数量間違いがないように，二重チェックを行うこと。(3)

(4) 段ボール箱内に運送品の納品書を入れ，段ボール箱の外側には「納品書在中」 と

明記すること。

なお， 1箇所の運送先につき複数個を送付し，運送先への物品の到着が同日の同時
刻に到着することが確実である場合は， 1箱のみに納品書を入れる扱いで差し支え鞍

い。

(5) 段ボール箱1箱につき，送り状を一枚添付すること。ただし，運送先への物品の

到着が同日の同時刻に到着することが確実である場合は，箱数に関係なく1枚とし

て差し支えない。

(6) 運送先の宛て名は,別紙3のとおり各裁判所あてとすること。



(7) 運送人は「東京都千代田区隼町4－2最高裁判所」 とすること。

(8)運送物品を仕分け・梱包するに当たり必要な資材は，受注者にて用意すること。

7運送

（1） 運送先に物品が到着し，運送先の職員による受領を確認するまでは，受注者が運

送物品の管理責任を負うものとする｡

（2）受注者は，指定業者から運送物品の引渡しを受けたときには，直ちに数量を確認

し，運送物品の受領書等を発注者宛てに発行すること。

（3）仕分けして梱包した運送物品について，運送先の職員から不足又は重複の申出が

あったときは，受注者は，発注者の指示により， 当該申出をした運送先に対し，不

足分の追加送付又は重複分の回収を行うこと。

（4） 受注者が仕分けして梱包した運送物品について，余剰が生じた場合は，発注者の

指示により余剰分を発注者へ引き渡すこと。

なお，その費用は，受注者の負担とする。 ．

（5）物品到着後，運送一覧表(別紙様式）を速やかに発注者へ提出すること。

（6） 運送先へ納入する際の使用車両は，各運送先裁判所における制限（高さ及び重さ）

を確認すること。

（7） いわゆるグリーン購入法における運送の判断基準を満たしていることす

（8）指定業者が持ち込んだパレットの処分は，受注者が適宜行うものとする。

8到着期限

(1)運送遡逓を受題上た_目_の翌_日_空ら遥篁L, 5BEAh(裁判所の休日に関する法律
（昭和6．3年法律第93号）第1条に規定する裁判所の休日 （以下， 、 「休日」 とい

う。 ）を除く。 ）に運送先へ到着すること。

(2) 運送完了後,運送一覧表を到着期限の翌日から起算して7日以内（休日を除く。 ）

に発注者へ提出すること。

9代金の計算等

（1） 運送重量の計算は，単価単位(1kg単位）に満たない数量は，切捨て処理する。

ただし，その数量が, 1kg未満である場合は, 1kgとするb

（2）仕分け梱包数の計算は，単価単位(12kg単位) .に満たない数量は，切上げ処理

する。

（3） 代金の支払は，運送の都度,運送重量に「1kg当たりの運送単価」を乗じて得た額

（各庁毎に1円未満の端数切り捨て) j仕分け梱包数に「12kgあたりの仕分け等単

価」を乗じて得た額（各庁毎に1円未満の端数切り捨て）並びに運送一覧表作成費の

金額の合計に消費税額10％に相当する金額（1円未満の端数切り捨て）を加算した

金額とする｡－ 1

｛



(別紙1）

指定業者から受注者(1便は最
高裁判所※)への納入期限

令和3年
該当号数

※予定頁数 ※予定重量発行予定日便

令和3年10月1日(金） 第1775号1便 R3/10/1 8P 16g

令和3年10月15日(金） 第1776号2便 R3/10/15 10P 209

令和3年11月1日(月） 第1777号3便 R3/11/1 28914P

令和3年11月15日(月） 第1778号4便 R3/11/15 20910P

令和3年12月1日(水） 第1779号5便 R3/12/1 20910P

令和3年12月15日(水） 第1780号6便 R3/12/15 12P 249

合
口 計 128g64P

※予定頁数及び予定重量は, 1部あたりの頁数及び重量である。

｣

』

、

三



運送予定部数及び予定重量(別紙2）

便 1 1便 2便
号数 1775 1776
予定部数1－両頁一'－2賑

睡露、…弱|…弱
213部1 3.4kg 4.2kg

163部 2.6kg 3.2kg
240部
一難|苦鵲145部

131部| 20kgl2.6kg
98部 1.5kg 1.9kg

163部
-

240部

131部
一

98部

鞭
一
岬
一
墾
挫
塾
竺
垂
坐
竺
恥

順
一
恥
一
塗
些
竺
塗
坐
坐
墾
些
壁
聖
恥

墾
榊
｜
墾
坐
坐
竺
坐
坐
竺
唾

唯
一
卿
一
睾
華
竺
塾
坐
》

》
名庁 128g

名古屋高裁
広島高裁

福岡高裁
仙台高裁
札幌高裁
高松高裁

3.1kg

2.3kg

》
》
言
奔
評
袖

772部
607部
664部

坐
壁
壁
塾
唖

18.5kg12．3kg

9.7kg
竺
坐
』
壁
鋤

聖
聖
塾
墾
坐
坐
叫

14.5kg
15.9kg坐

塗
恥
睡
蝿
秘
秘
恥
迦
堆
恥
秘
塾
坤
酔
搾

～
一
Ｉ
ｌ
ｒ
ｌ
部
一
部
部
部
部
部
部
織
部
部
部

燕
蕪
芯
知

醒
睡
醒
狸
郡
蛎
廻
卿
皿
哩
砺
独

垂
睡
墾
唾

12.2kg

4.9kg

6.6kg

4.6kg
塾
塾
率
墾
坐
壁
坐
坐
坐
唾
塾
竺
塾
錘
壁
坐
坐
墾
竺
坐
塾
坐
坐
坐
坐
坐
垂
塾
些
聖
坐
坐
坐
坐
聖
耐

4.8kg 6.8kg

7.9kg 11.0k9

3．5Kg 4.9k9

6.4fg 8．9《9

5．0頭 7()噸

28.2煩394噸

8.4kg 1l8kg

13．1kg18.4kg

4.9kg 6.9kg

4.9kg 6.9kg

4.6kg 6.4<g

15.3k2 21.4<9

6.1kg 8．5〈9

5.9kg 8．2kg

3.3kg 4.6kg

2.9kg 4．1kg

3.6kg 5．0《貝

75Kg 10.5<g

4．8fg 6．8《貝

5.7fg 8,0kg

3.3kg 47kg

3.4k2 4.8kg

19.1kg 26.7kg

4.2kg 5.9kg

4.7kg 6.5kg

5．2fg 7.2kg

6．1Kg 8.6kg

7.3Kg 10.2kg

5.2kg 73〈質

5.6kg 7.8<g

5.8kg 8.2kg

5.3kg 7.4kR

4.4kg 6.2kg

4.8k2 6.8kg

4.2kg 5.9kg

5.4kR7.6kg

9.3kg 13.0kg

2.8kg 3.9kg

37kg 5.2kg

4.5kg 6．4kR

34kR 4．7kg

3.6kR 5.1kg

3.7kg 5,2kg

5.2kR 7.3《質

9.0kg 12.6<g

6.4kg 8.9<R

6.1kg 85<g

2,9kg 4.1kg

2.0kg 2.8kg

2.2kg 31kg

3.8kg 5.4kg

2．5煙 3．5《貝

0lk2 14.1 <g

3.6kg 5.0kg

6.2k2 8.6kg

6.3kg 8.8kg

1.6kg 22kg

3.4k2 4.8kR

11.0kg

4.9kg

8.4kg

13.1kg

4.9kg

3.3kg

3.4kg

些些恥

6.8kg

5.9kg
7.6kg

13.0kg

3.9kg

5.2kg

墾些腿

5.4kg

3.5k2

1L1kg
3.6kg

6.3kg

1.6kg

3.4kg

坐
些
墾
塗
坐
蝿

静岡地裁
雨府晒藪
長野地裁
新潟地裁

墾
坐
聖
》
坐
聖
坐
坐
蠅

大阪地裁
京都地裁 a4kg

13.1kg

溌
一
麓
雛
壁
嬢
』
露
義
雛
購
難
羅
《

4.9kg

4.9kg

墾
壁 15.3kg

6.1kg

296部
-

167部
4.7kg
2.6kg

5.9kg

3.3kg
塗
塗
坐
墾
埜
坐
坐
塾
竺
坐
坐
蠅

ノ

2.3kg

2.8kg

識
2.9kg

3.6kg

7.5kg墾
坐
坐
錘
榊

4.8kg
5.7kR

168部
-

174部
3.3kg
3.4kg

956部 15.2kg

214部 3.4kg

235部 3.7kg

260"4.1kg
30813] 4.9kg

366部 5.8kg
262部 4.1kg
282: | 4.5kg

293:M 4.6kg

267gM 4.2kg

壺扉Fr 3.5kg
函需 r 3.8kg
ZEir 3.3kg
所謂丁 4.3kR
467部 7.4kg

14213r 2.2kg

189部 3.Okg
229部 3.6kg

171部 2.7kE

184gM 2.9kg
188部 3.0kg
261部 4.1kR
450g l 7:2kR

320: 5.1kg

307g 4.9k2
1面吾r 2.3kg
101部 1.6kg
114Wl 1.8kg
Ig"r 3.0kR

1ZWr 2.0煩
506綴 8.0頭
180部 2.8kg
310部 4.9kg
316部 ' 5.0kg
~§U蔀1.2kg
173部、 2.7kg
97部､ 1.5kg
mWT-ZUE
177部 2.8kg
51吾丁 0.9kg

366部
-

262部

癖一榊輌緬皿”一”

114部
-

193部

2.7kg

､ 1.5kg
2.0kg

些
坐
恥

塾
些
些
燕

5.2kg

6.1kg

_L旦聖
一旦二2墜
一型kg
-型k且
_型k且
一生4ks
一生且聖
一生2kg
一旦昌竺且
_型kg
-型k且
旦ﾕ聖
－4逗墜
_旦昌41ig

錨
_旦昌2聖
_型k且
_Q:4kg

_§二lkg
-2二alig
-2二Qkg
_2二21Z
旦皇旦k且
_2二回と且
里昌辿且
_旦豐@k且
62kg

墾
些
墾
坐
坐
竺
壁
墾
坐
墾
恥

5.0kg

6,5kg

11.2kg

3.4kg
4.5kg

壁
空
蝉

高松地裁
徳島地裁

3.4kg

3.6kg

購
罵崗蒙蚕
|新潟家裁
|大阪家裁

驍蕊一
尾苦屋蒙霧
金沢家裁
広島家裁
山口家裁
岡山家裁
福岡家裁
長崎家裁
熊本家裁
蔀扇蒙琴
而苔蒙莪－テ
福島家裁
札幌家裁

墾
竺
迦
竺
坐
坐
坐
坐
墾
埜
坐
墾
壁
些
坐
坐
些
坐
竺
坐
些
嘩

4.5kg

6.2kg

坐
壁
壁
埜
竺
墾
墾
》
｜
坐
坐
埜
竺
些
坐
竺
竺
竺
些
竺
聖
坐
墾
坐
坐
埜
恥

6.3kg

1.6kg

1.9kg
坐
壁
坤
一
壁
坐

2.7kg

3.6kg2.6k2

3.5kg

1.2kg
錘
聖
墾
坐
壁
些
壁
竺
坐
恥

94部
-

71部
Lak9
1.1kg 鵲 鵲

131部
-

115部
坐
些
恥

墾
坐
墾
聖
聖
恥

2.6kg

2.3kg

2.6kg

2.3k2

191部 3.8kg 墾
聖
些
恥

高松家裁
松山家裁

榊
一
郷

1.3kg

1.4kg
里kg
1.8kR

減;淵言競今
ロ

言」
ロI 447kg

2／3ページ



(別紙3）



(別紙様式）

運送一覧表(裁判所時報第●号） 重量●9

■■罷癖国ﾛ■到蒜日 l 部数 一＝ Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

重さ(kR） I琿管単価’ 琿昏 i 籍数 ｜棡句単価’

1

広島高等裁判所 ‘
福岡高等裁判所 ．4

j
l4

横浜地方裁判所
さいたま地方裁判所

千葉地方裁判所
水戸地方裁判所
宇都宮地方裁判所

’
一
一

151甲府地方裁判所 l

161長野地方裁判所

騨灘
201神戸地方裁判所、
21奈良地方裁判所
22大津地方裁判所 ・
23和歌山地方裁判所
241名古屋地方裁判所
251津地方裁判所
26岐阜地方裁判所
27福井地方裁判所
28金沢地方裁判所
29富山地方裁判所
30広島地方裁判所
31山口地方裁判所
32岡山地方裁判所
331鳥取地方裁判所、
34松江地方裁判所
351福岡地方裁判所
361佐衡地方裁判所
37長崎地方裁判所 、
381大分地方裁判所
391熊本地方裁判所
40鹿児島地方裁判所
41宮崎地方裁判所

42那覇地方裁判所

43仙台地方裁判所

“福島地方裁判所
45｜山形地方裁判所

46｜盛岡地方裁判所
47湫田地方裁判所J

1糯悪調F
50函館地方裁判月7 ･
511ymi珂芳蕊靭所一一
52釧路地方裁判所
53高松地方裁判所
54 穂高珂芳讓平i所

55 高知地方裁判所
56松山地方裁判所

57横浜家庭裁判所
58さいたま家庭裁判所
59千葉家庭裁判所
60i水戸家庭裁判所

611宇都宮家庭裁判所
62前橘家庭裁判所

::|獺蕊鯛餅
::|窯蕊議儒
671神戸家庭裁判所
681名古屋家庭裁判所

熊本地方裁判所
鹿児島地方裁判所

一

高松地方裁判所
穂高珂芳莪莉所

高知地方裁判所
松山地方裁判所

畜驍譲鵜
神戸家庭裁判所
名古屋家庭裁判所

’
一
■

一
一
ｔ 1

一
一
一

■
■
■

q

〃
一

’
一
一
一

｜
’

■■■■■

｜
■
’
’
’
一
一
一
一
一
一
一
一

Ｔ
ｌ
｜
｜
’

■■I■■■

’
一
一
一
一
一
一

〆

::|際鶏譲鑛 I

蹄窯鶏祭

蕊 口81

■
｜
■

略
“
■
■
■
■
■
■
０
１
‐
Ｉ
ｂ
Ｉ
■
■
Ｂ
■
■
■
Ｌ
■
口

/｣､計

二’
１
１》

》
L一一

F



単価

～

庁名
運送単価
/1kg

1 大阪高裁 120

2 名古屋高裁 120

3 広島高裁 一 120

4 福岡高裁 120

5 仙台高裁 120

6 札幌高裁 120

7 高松高裁 120

8 横浜地裁 120

9 さいたま地裁 120

10 千葉地裁 120

11 水戸地裁 120

12 宇都宮地裁 120

13 前橋地裁 120

14 静岡地裁 120

15 甲府地裁 120

16 長野地裁
一

120

17 新潟地裁 120

18 大阪地裁 120

19 京都地裁 120

20 神戸地裁 120 ･

21 奈良地裁 120

22 大津地裁 120

23 和歌山地裁 120

24 名古屋地裁 120

25 津地裁 120

26 岐阜地裁 120

27 福井地裁 120

28 金沢地裁 120

29 富山地裁 120

30 広島地裁 120

31 山口地裁 120

32 岡山地裁 120

33 鳥取地裁 120

34 松江地裁 120

35 福岡地裁 120

36 佐賀地裁 120

37 長崎地裁 120

38 大分地裁 120

39 熊本地裁 120.

40 鹿児島地裁 120 ･

41 宮崎地裁 120

42 那覇地裁 1000

庁名
運送単価
/1kg

43 仙台地裁 120

44 福島地裁 120

45 山形地裁 120

46 盛岡地裁 120

47 秋田地裁 120

48 青森地裁 120

49 札幌地裁 120

50 函館地裁 120

51 旭川地裁 120

52 釧路地裁 120

53 高松地裁 120

54 徳島地裁 120

55 高知地裁 120

.56 松山地裁 120

57 横浜家裁 ． 120

58 さいたま家裁 120

59 千葉家裁 120

60 水戸家裁 120

61 宇都宮家裁 120

62 前橋家裁 120

63 静岡家裁 120

-64 新潟家裁 120

65 大阪家裁 120

66 京都家裁 120

67 ． 神戸家裁 120

68 名古屋家裁 120

69 金沢家裁 120

70 広島家裁 120

71 山口家裁 120

72 岡山家裁 ‘ 120

73 福岡家裁 120

74 長崎家裁 120

75 熊本家裁 120

76 那覇家裁 1000

77 仙台家裁 120 ．

78 福島家裁 120

79 札幌家裁 120

80 高松家裁 120

81 松山家裁 120

仕分け等単価/12kg 200

運送一覧表作成単価/便 200


